
③

保険税は、加入者の年齢、所得、世帯構成によって異なります。
一般的なモデル世帯を３つ用意し、それぞれの世帯で、世帯所得が２００万円、５００万円、１０００万円の場合で、保険税がどれくらい変わるかを示しています。

【４人世帯】

夫：４０歳、妻：４０歳、息子：１６歳、娘：１５歳

【２人世帯】

夫：６５歳、妻：６５歳

【単身世帯】

４０歳

【世帯所得】

２００万円

【世帯所得】

５００万円

【保険税の内訳】

夫と妻ともに、　　 医療分＋支援金分

モデル世帯③モデル世帯②モデル世帯①

我孫子市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（案）に基づくモデル世帯の保険税額

【保険税の内訳】

医療分＋支援金分＋介護分

【保険税の内訳】

夫と妻は、　　医療分＋支援金分＋介護分

息子と娘は、 医療分＋支援金分

年税額

【現行】

５４６，９００円

【改正後】

５９４，８００円

【差額】

４７，９００円 増

【世帯所得】

１０００万円

年税額

【現行】

９８０，９００円

【改正後】

９９０，０００円

【差額】

９，１００円 増

年税額

【現行】

２２２，９００円

【改正後】

２４２，３００円

【差額】 

１９，４００円 増

【世帯所得】

２００万円

【所得内訳】
夫：１００万円

妻：１００万円

【世帯所得】

５００万円

【所得内訳】
夫：２５０万円

妻：２５０万円

年税額

【現行】

４４５，９００円

【改正後】

４８０，９００円

【差額】

３５，０００円 増

【世帯所得】

１０００万円

【所得内訳】
夫：５００万円

妻：５００万円

年税額

【現行】

８２０，０００円

【改正後】

８２０，０００円

【差額】

０円 増

年税額

【現行】

１６８，４００円

【改正後】

１８０，９００円

【差額】

１２，５００円 増

【世帯所得】

２００万円

【所得内訳】
夫：１００万円

妻：１００万円

息子：０円

娘：０円

【世帯所得】

５００万円

【所得内訳】
夫：２５０万円

妻：２５０万円

息子：０円

娘：０円

年税額

【現行】

５７９，６００円

【改正後】

６３２，１００円

【差額】

５２，５００円 増

年税額

【現行】

２５５，６００円

【改正後】

２７９，６００円

【差額】

２４，０００円 増

【世帯所得】

１０００万円

【所得内訳】
夫：５００万円

妻：５００万円

息子：０円

娘：０円

年税額

【現行】

９８６，８００円

【改正後】

９９０，０００円

【差額】

３，２００円 増


